
令和５年６月２日 

定例記者会見資料 

原油・原材料価格・物価高騰に関する市の取り組み 

１ 令和５年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について 

 

物価高騰の影響が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るために、令和５年度住民税非課税世帯

等に対して１世帯あたり３万円の給付金を支給します。 

■支給対象 

（１）基準日（令和５年６月１日）において世帯全員の令和５年度住民税均等割が非課税の世帯 

（２）（１）のほか、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、（１）

の世帯と同様の事情にあると認められる世帯 

■スケジュール（予定） 

対象世帯へ８月上旬を目途に支給の案内等を送付するとともに、申請を受け付け、支給要件等を

審査したうえ順次支給予定です。申請期限は１０月末を予定しています。 

 

 

２ 肥料等価格上昇対応臨時補助金の実施について 

 

原油価格・物価高騰の影響を受け、全国的に肥料や保温資材、包装資材等の資材価格が上昇してい

るため、市内農業者に与える影響を最小限に留め、市内農業の安定的な経営に資することを目的に、

市内農業者に対し市独自の補助を行います。 

■内容 

市内農業者からの申請に基づき、令和５年度中の一定期間に購入した肥料や保温資材、包装 

資材等の価格の２分の１を補助します。  

補助上限は１経営体あたり１０万円 

■対象 

令和５年度中の一定期間に購入した肥料や保温資材、包装資材等（なお、品目や購入元等は限定し

ません） 

■申請期間 

 令和５年９月１日（金）～令和６年２月２９日（木）（予定） 

■申請方法 

 申請書を作成のうえ、必要書類とともに市役所窓口に持参（予定） 

 

 

３ 物価高騰に伴う介護・障害福祉サービス事業所等への補助について 

 

 原油価格・物価高騰に直面する介護・障害福祉サービス事業所等の負担軽減を図ることで、市民が

安心してサービスを利用できるよう、事業所等に対し市独自の補助を行います。 

■対象 

（１）市内の介護サービス事業所 

（２）市内の障害福祉サービス事業所 
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補正額 ４億８６００万円 

補正額  ５００万円 

補正額 １億５６４６万円 



（３）リフトタクシー「つながり」運行事業者 

 

■対象期間 

令和５年４月分～令和６年３月分（１２カ月） 

■内容 

（１）介護サービス事業所【補正額１億８９５万円】 

①入所系サービス ａ）食材費・光熱費・おむつ代 １人当たり    ７万２０００円 

ｂ）ガソリン費        １事業所当たり  ４万２０００円 

 

②通所系サービス ａ）食材費・光熱費      １人当たり    ２万８８００円 

（食事提供なし２万１０００円） 

ｂ）ガソリン費         １事業所当たり １０万２０００円 

 

③訪問系サービス 光熱費・ガソリン費      １事業所当たり １０万２０００円 

 

 （２）障害福祉サービス事業所【補正額４７２７万円】 

①入所系サービス  介護サービス事業所と同じ 

②通所系サービス  介護サービス事業所と同じ 

③訪問系サービス  光熱費・ガソリン費     １事業所当たり  ７万４４００円 

 

（３）リフトタクシー「つながり」運行事業者【補正額２４万円】ガソリン費   ２４万円 

 

 

４ 物価高騰に伴う市内保育施設等への補助について 

 

市内の保育施設、幼稚園に対して物価高騰により値上がりした食材費・光熱費を補助することによ

り、事業者の運営を支援します。 

 

■対象施設 

  市内の認可保育所、地域型保育事業、認証保育所、私立幼稚園 

■内容 

 在籍児童数１人当たり、食材費３００円（月額）、光熱費６５０円（月額）を補助します。 

 ※）私立幼稚園への補助は光熱費のみ 

■対象期間 

  令和５年４月分～令和６年３月分 

 

 

■問い合わせ  

 １ に つ い て 健康福祉部地域支援課 ０４２２－６０－１９４１ 

 ２ に つ い て 市 民 部 産 業 振 興 課 ０４２２－６０－１８３３ 

 ３ （ １ ） に つ い て 健康福祉部高齢者支援課 ０４２２－６０－１９２５ 

 ３（２）（３）について 健康福祉部障害者福祉課 ０４２２－６０－１８４７、１９０４ 

 ４ に つ い て 子ども家庭部子ども育成課 ０４２２－６０－１８４３ 

補正額 ４８２６万１千円 


